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議案第118号 さいたま市農業振興地域整備計画の変更に対する意見について



浅子会長職務代理者 　只今から、令和６年３月さいたま市農業委員会月例総会を開会いたしま
す。
  本日は第１地区会長職務代理者である西澤委員が欠席しておりますの
で、第２地区会長職務代理者である私が進行を務めます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のためにお願いしておりました「発言
の際のマスク着用」については任意といたします。よろしくお願いしま
す。
　次に、議事進行については引き続き議案説明を省略し、補足などがある
場合に限り説明をお願いいたします。複数の案件を担当する委員の方にお
かれましては、すべての案件をひとまとめにするのではなく、１案件ずつ
お願いいたします。
　尚、日頃からお願いしておりますが、説明における個人情報の取り扱い
には十分注意していただくようお願いいたします。

　月例総会成立の報告をいたします。
　農業委員２１名のうち西澤委員が欠席していますので出席委員は２０名
です。「さいたま市農業委員会会議規則第６条」の規定による過半数の要
件を満たしております。よって、本会は成立しています。
事務局に確認します。
本日、傍聴希望者は、いらっしゃいますか。

浅子会長職務代理者

浅子会長職務代理者 　議事録署名委員として、
　　　　議席番号３番　小林　委員
        議席番号４番　長島　委員
を指名します。よろしくお願いいたします。

事 務 局 　現時点では、傍聴希望者はおりません。
　ただし、これから希望者が現れた場合、随時入室する場合がありますの
で、ご承知おきください。

１　開　　　　会

２　会議成立の報告

３　署名委員の指名



議 長 　それでは議案審議に入らせていただきます。議案第１１８号、さいたま市
農業振興整備計画の変更に対する意見について審議いたします。

　本日は、参考人として、担当部署の農業環境整備課、関係課の都市計画課
及び産業展開推進課が待機しておりますので、議案第１１８号を先に審議い
たします。それでは、農業環境整備課、都市計画課、産業展開推進課の入室
を求めます。

―農業環境整備課、都市計画課、産業展開推進課入室―

議 長 　本日は、大変お忙しいところ「さいたま市農業委員会月例総会」に御出席
をいただきましてありがとうございます。
　私は、議長を務めております浅子と申します。
  どうぞよろしくお願いいたします。

　それでは、恐れ入りますが自己紹介をお願いいたします。

農業環境整備課 　農業環境整備課長の小椋と申します。本日はよろしくお願いいたします。
　同じく農業環境整備課の高見沢と申します。
　同じく農業環境整備課の新井と申します。

都 市 計 画 課 　都市局都市計画課の根上と申します。よろしくお願いいたします。

産業展開推進課 経済局産業展開推進課の水嶋と申します。よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。それでは、はじめに農業環境整備課長からご挨
拶いただきます。

農業環境整備課長 　農業環境整備課長の小椋でございます。この度は、農業委員会の月例総会
に参加させていただきありがとうございます。
　さて、本総会では「さいたま市農業振興地域整備計画の変更」について審
議に諮らせていただくこととなりました。整備計画の変更に際しましては、
本総会において、地域の農業をよく知る委員のみなさまのご意見をいただ
き、検討することが大変重要であると考えておりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。続きまして、農業環境整備課から「農業振興地
域整備計画の変更手続きの概要」について、説明いただきます。



農業環境整備課 　それでは、「さいたま市農業振興地域整備計画の変更」の概要について説
明させていただきます。
　市では「さいたま市農業振興地域整備計画」において、農用地区域を指定
しております。
　本案件は、農振法第１３条２項の規定により当課が通常行っている年2回
の協議除外による整備計画の変更とは異なり、農振法第１３条１項の規定に
より埼玉県が農業振興地域の区域変更を行うことに伴う整備計画の変更とい
う位置づけとなります。
　市町村が農業振興地域整備計画を変更するときは、「農業振興地域の整備
に関する法律施行規則第三条の二」の規定により、農業委員会の意見を聴く
こととされております。こちらの意見を聴くこととは、農業委員の皆様に、
計画変更による周辺農業への影響や隣接する農地等に問題がないかなどを確
認いただくことになります。計画変更の内容に特に問題がないと思われる場
合には、「意見なし」となります。
　以上で、「農業振興地域整備計画の変更」の概要説明を終わります。

議 長 　ありがとうございました。説明が終わりましたので、議案審議に入りま
す。
　それでは、番号１番の議案説明について、農業環境整備課よりお願いしま
す。

農業環境整備課 　それでは、番号１について説明させていただきます。議案書は１１４ペー
ジです。
　「申出者」及び「申出地」は議案書に記載のとおりでございます。「計画
変更の目的」ですが、ここで、次のページ１１５ページの案内図を見ていた
だけますでしょうか。図の中で、外枠で囲まれている「さいたま市都市計画
宮前地区　産業集積拠点　計画地」という部分が、市街化区域へ編入され農
業振興地域から区域が外れる箇所となり、それに伴い農振除外される農地
が、「農振除外申出地」と表記され囲まれている部分となります。はい、そ
れでは前のページ１１４ページに戻っていただきます。
申出地の面積ですが、こちらは計画地内の土地のうち、農振除外を行う農地
のみ、公簿面積にて表記しております。
次に、「計画変更の目的」ですが、先ほど図にて説明させていただきました
とおり、「市街化区域への編入による農業振興地域の区域変更」で、その
「理由」は「産業集積拠点事業によって都市計画の区域区分を変更するた
め」です。
　続いて、「周辺農地への影響」等について説明させていただきます。まず
「周辺農地への影響」につきましては、市街化区域に編入される計画地は、
「区画道路、国道１６号及び県道大谷本郷（おおやほんごう）さいたま線、
また河川（宮前川の支川（しせん））に囲まれているため周辺農地には影響
が無い」ものと思われます。また、地区内には用排水施設は存在しないため
農業施設への影響はございません。そのほか、当該地区内の農業従事者の
方々の意向については、地区内での営農継続の意向はないと確認しておりま
す。
　以上より、本計画変更による周辺農地への影響は無いものと思われ、農振
法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　説明が終わりました。
　それでは担当委員である清水友清委員、何か意見はありますか。



清 水 友 清 委 員 　農業環境整備課の職員３名と共に現地確認を行いました。現地を確認しま
したところ、作付けはされていませんでしたが耕耘されていました。当該地
については、国道１６号、県道大谷本郷さいたま線、区画道路などの道路及
び宮前川の支川である河川に囲まれているため、市街化区域に編入されるこ
とによる周辺の営農への影響は問題ないものと思われます。

議 長 　それでは、ご質問のある方は挙手をお願いします。

井 原 委 員 　今回の計画地の大部分が農振農用地となっているいますが、地図の中の農
振農用地以外の部分については白地農地という認識でよろしいのでしょう
か、また川通地区においても同じような計画が進んでおりますが、川通地区
の計画地において白地農地が入っているかどうか教えていただけますでしょ
うか。

農業環境整備課 　計画地の中で、農振除外申出地以外の部分につきまして、農地については
白地農地でございます。また、計画地については農地以外にも宅地、道路、
雑種地が含まれております。
　川通地区については、計画地に青地農地と白地農地がともに含まれており
ますが詳細はまた改めてご説明をさせていただきます。

議 長 　他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、農業環境整備課、都市計画課及び産業展開推進
課職員の退室を求めます。本日はありがとうございました。

―農業環境整備課、都市計画課、産業展開推進課退室―

議 長 　それでは採決に入りたいと思います。
議案第１１８号について、賛成の農業委員の方、挙手を求めます。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

議 長 　総員賛成でありますので、意見なしとして決定いたします。



小 林 委 員 　モリンガ自体の説明をお願いいたします。

見沼田圃政策推進課 　事業内容についてですが、見沼田圃基本計画アクションプランという市で策定し
ております事業に基づき実施されているものでございます。見沼田圃の特に農地に
おけるグリーンインフラ機能を活用していこうということの一つとして、県の公有
地を使いまして脱炭素等に関する農地の機能を明らかにしていこうという事業でご
ざいます。県内の大学の研究会と市内の企業と相談し、二酸化炭素の吸収量が非常
に多いと言われているモリンガという植物の実際の二酸化炭素吸収量やその幹や枝
を使いましたバイオマスの製造などについても研究していきたいと考えておりま
す。事業としては５年ほどを見込んでおります。詳しくは４項目に及ぶ研究内容と
なっておりますが、ドローンなどの最新機器を使いまして植物の生態や二酸化炭素
吸収量を研究していきたいと考えております。

議 長 　ありがとうございました。ご質問のある方は挙手をお願いします。

　番号５番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたします。

西 形 委 員 　番号５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、①浦和大学の西１．１ｋｍ②さいたま市立病院の北３００ｍに位置す
る、畑の広がる地域の畑です。
　本案件は、農地法第３条不許可の例外（農地法施行令第２条第１項ロ）に該当し
ます。そのため、申請外農地の耕作状況及び従農人数、従農日数は審査対象外で
す。
　作付計画は、モリンガの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　説明が終わりました。続きまして、見沼田圃政策推進課より、補足説明をお願い
します。

―見沼田圃政策推進課入室―

都市局見沼田圃政策推進課の馬上と申します。よろしくお願いいたします。

　本日は、大変お忙しいところ「さいたま市農業委員会月例総会」に御出席をいた
だきましてありがとうございます。
　私は、議長を務めております浅子と申します。どうぞよろしくお願いいたしま
す。
　それでは、恐れ入りますが自己紹介をお願いいたします。

見沼田圃政策推進課

議 長

議 長 　続きまして、議案第１０９号、農地法第３条の規定による許可申請について審議
いたします。

　本日は参考人として見沼田圃政策推進課が待機しておりますので、番号５番を先
に審議いたします。それでは、見沼田圃政策推進課の入室を求めます。

　ありがとうございました。それでは、担当委員からの議案説明の後に、見沼田圃
政策推進課から補足説明をいただきます。

議 長



議 長 　ありがとうございました。他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、見沼田圃政策推進課職員の退室を求めます。本日はあ
りがとうございました。

見沼田圃政策推進課 　モリンガはインド北部の原産の植物と言われております。通常であれば単年草で
はありませんが、日本の気候、特に寒さに弱いというこということで、日本では越
冬することができません。そのため単年での栽培ということになっております。

議 長

議 長 　総員賛成でありますので、許可することに決定いたします。
　引き続き審議に入ります。

　それでは採決に入りたいと思います。
　議案第１０９号番号５番について、賛成の農業委員の方、挙手を求めます。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

―見沼田圃政策推進課退室―

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、片柳地区、小川委員議案説明をお願いいたします。

中 村 委 員 　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立植水中学校の南東３５０～５００ｍに位置する、水田の広がる地
域の畑です。
　通作距離は３．４ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、オリーブの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、春岡地区、長島委員議案説明をお願いいたします。

長 島 委 員 　番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、春おか広場の西１０ｍに位置する、住宅と農地の混在する地域の畑で
す。
　通作距離は２ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、新規就農になるため他に耕作地は
ございません。農機具等については十分ではございませんが、近隣の方より借りる
ことができるとのことです。
　作付計画は、トマト、カブ、キュウリの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

　番号１番、植水地区、中村委員議案説明をお願いいたします。



議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号７番、野田地区ですので、私から説明をいたします。

　番号７番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、①浦和大学の西２６０ｍ②私立浦和学院高等学校の東１３０ｍに位置
する、住宅と農地の混在する地域の畑です。
　通作距離は①２．９ｋｍ②３．７ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、新規就農になりますので他に耕作
地はございませんが、農機具等は揃っております。
　作付計画は、ダイコン、トマト、サツマイモの予定で問題ないものと思われま
す。
　以上、ご審議のほどお願いします。

　続きまして、番号８番、野田地区ですので、私から説明をいたします。

小 川 委 員 　番号４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、さいたま市立病院の北東４００ｍに位置する、田畑の広がる地域の畑
です。
　通作距離は２．２ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、植木、ヤマボウシの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号６番、大久保地区、清水孝洋委員議案説明をお願いいたしま
す。

清 水 孝 洋 委 員 　番号６番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、大久保浄水場の北東１００ｍに位置する、水田の広がる地域の田で
す。
　通作距離は３６０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

小 川 委 員 　番号３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立美園中学校の西１．１ｋｍに位置する、畑の広がる地域の畑で
す。
　通作距離は９．４ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、サトイモの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、片柳地区、小川委員議案説明をお願いいたします。



議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１２番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。

小 林 委 員 　番号１１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、県営しらこばと水上公園の南８７０ｍに位置する、住宅と農地の混在
する地域の畑です。
　通作距離は４ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、ハクサイの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１０番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。

小 林 委 員 　番号１０番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、県営しらこばと水上公園の南東①５００ｍ②１００ｍに位置する、水
田の広がる地域の現況田です。
　通作距離は２．２ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１１番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。

　番号８番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、浦和大学の南４３０ｍに位置する、住宅と農地の混在する地域の畑で
す。
　通作距離は９．８ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、クリの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

　続きまして、番号９番、野田地区、横山委員議案説明をお願いいたします。

横 山 委 員 　番号９番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立野田小学校の①北西３５０ｍに位置する水田の広がる地域の田②
北西３２０ｍに位置する、住宅と農地の混在する地域の畑です。
　通作距離は①８２０ｍ②７３０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲、ジャガイモの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。



　番号１４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、県営しらこばと水上公園の南１ｋｍに位置する、水田の広がる地域の
田です。
　通作距離は４ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１５番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。

小 林 委 員 　番号１５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立新和小学校の北東３２０ｍ～１．１ｋｍに位置する、田畑の広が
る地域の現況田畑です。
　通作距離は８７０ｍ～２．１ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲、クワイ、コマツナの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１６番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。

小 林 委 員 　番号１２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、県営しらこばと水上公園の南１ｋｍに位置する、水田の広がる地域の
田です。
　通作距離は４ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１３番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。

小 林 委 員 　番号１３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、県営しらこばと水上公園の南１ｋｍに位置する、水田の広がる地域の
田です。
　通作距離は４ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１４番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。

小 林 委 員



中 山 委 員 　番号１８番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、県立岩槻北稜高等学校の北東６３０ｍに位置する、住宅と農地が混在
する地域の畑です。
　通作距離は１０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、ジャガイモ、ダイコンの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

小 林 委 員 　番号１６番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立城南中学校の北東１．３ｋｍに位置する、住宅と農地の混在する
地域の畑です。
　通作距離は６．５ｋｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、家庭菜園の延長で農業をやりたい
とのことで他にの耕作地はございませんが、農機具等も揃っております。
　作付計画は、トマト、ネギ、ホウレンソウの予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１７番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたします。

西 形 委 員 　番号２番、番号１６番について伺います。家庭菜園レベルでやりたいとのことで
すが、下限面積撤廃になったということで、面積的な要件については問題ないと思
うのですが、この方は作物について自家消費で販売予定はないとのことです。これ
は農家とは言えないと思いますが、このような場合であっても農地を買うことがで
きるのでしょうか。

関 根 委 員 　番号１７番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立城北中学校の北８５０ｍに位置する、水田の広がる地域の現況田
です。
　通作距離は１３０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１８番、慈恩寺地区、中山委員議案説明をお願いいたします。

議 長 　以上、議案第１０９号、農地法第３条の規定による許可申請について、質問等の
ある方は、挙手をお願いいたします。

事 務 局 　今回農地の所有が０㎡の譲受人の方の申請が３件ございました。西形委員のおっ
しゃる通り令和５年度より農地を所有していなくても農地法第３条の申請をするこ
とが可能になっております。ただ、それ以外の要件については引き続き変わってお
りませんので、その部分を審議いただくこととなります。
　番号２番については、申請地が自宅のすぐ隣にあり、この面積であれば所有して
いる農機具で問題ないとのことで審議いただいております。
　その他の２件につきましても、許可要件に照らし合わせて問題ないとのことで審
議いただいております。



各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

議 長 　総員賛成であります。番号５番を除く議案第１０９号について、許可することと
決定いたします。

　ありがとうございました。他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。

　番号５番を除く議案第１０９号について、賛成の方の挙手を求めます。、賛成の
委員の方、挙手を求めます。

事 務 局 　世帯で多くの農地を面積所有していますが市内の農地については適正に管理され
ていることを確認しておりますし、市外の農地については、適正に管理されている
ことを各農業委員会に確認しております。

西 形 委 員   農地所有適格法人でさえ様々な要件がある中で、今後の審議では家庭菜園のよう
な目的であっても問題ないという認識でよろしいでしょうか。

事 務 局 　当然、面積や耕作能力等については従来通り審議いただくことになります。
ただ、家庭菜園だから一律に断るといったことはできないので、規模に応じて判断
いただければと思います。

議 長 　番号３番について伺います。譲受人について所有農地が多くありますが、すべて
適正に管理されているのでしょうか。

小 林 委 員 　私自身も以前と農家の定義が変わってきていると感じております。今回のように
営農ではなく農業体験をしつつ農地を管理していくということも出てきております
ので、今までの考え方だと整理ができないというところもございます。

西 形 委 員 　たしかに、隣地の農地で面積も小さいので耕作するにあたって現実的に問題ない
とは思いますが、新規就農扱いになるとのことで、農家として認められたというこ
とになるのでしょうか。

事 務 局 　令和５年度より下限面積要件が撤廃されたということで、従来の農家というイ
メージと４月以降の農家のイメージが変わってきていると思われます。農地法３条
では農地を管理できる人が管理しなさいといった意味合いが強くなってきているの
が現状です。したがって今回の案件のように取得する面積が小さい場合は自家消費
のみという案件も出てくると思われます。審議にあたっては規模に応じて判断する
必要性が出てくると思われます。

事 務 局 　農地法は現況主義となっており、登記地目が雑種地であっても、現況が田となっ
ておりますので所有権移転にあたっては農地法の許可が必要となります。

議 長 　大崎地区で親族が経営している法人が農地法違反をしておりますが、それは今回
についても不問となるのでしょうか。

事 務 局 　今回の３条申請については、法人と個人とは別人格になりますので不問となりま
す。

議 長 　番号１５番について伺います。今回の申請地の中に雑種地の筆があるかと思うの
ですが、どういう理由なのか説明をお願いいたします。



　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、県立大宮南高等学校の北西７２０ｍに位置し、道路によって区画
された街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は貸駐車場です。
　申請理由は、近隣住民からの要望により貸駐車場として利用するためです。
その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

中 村 委 員

議 長 　総員賛成でございます。
　議案第１１０号について、許可することと決定いたします。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

　議案第１１０号について、賛成の方の挙手を求めます。

　ありがとうございました。
　以上、議案第１１０号、農地法第４条の規定による許可申請について、質問
等のある方は、挙手をお願いいたします。

　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。

議 長

関 根 委 員

　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、河合地区、関根委員議案説明をいたします。

　番号１番、植水地区、中村委員議案説明をお願いいたします。

　番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立城北中学校の北３５０ｍに位置し、道路によって区画された
街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は貸駐車場です。
　申請理由は、近隣事業所に通勤する人達からの要望により貸駐車場として利
用するためです。その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　続きまして、議案第１１０号、農地法第４条の規定による許可申請について
審議いたします。

議 長



金 子 委 員 　番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立馬宮保育園の東４０ｍに位置し、道路によって区画された街区面
積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は自己用住宅及び道路後退敷です。
　申請理由は、現在、市内に居住しているが、手狭であることから、義父所有の土
地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、春岡地区、長島委員議案説明をお願いいたします。

　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、植水公民館の南西１９０ｍに位置し、道路によって区画された街区面
積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は駐車場です。
　申請理由は、現在、市内で業務用品及び一般食品の卸、並びに小売業を営んでい
るが、事業拡大に伴い、申請地を新たに駐車場として利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

　番号１番、植水地区、中村委員議案説明をお願いいたします。

議 長 　続きまして、議案第１１１号、農地法第５条の規定による許可申請について審議
します。

中 村 委 員

議 長 　次の議案の審議に進む前に事務局より発言をどうぞ。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、馬宮地区、金子委員議案説明をお願いいたします。

事 務 局 　ただいま、傍聴希望者が１名いらっしゃいました。入室を認めてもよろしいで
しょうか。

議 長 　傍聴人の入室を認めます。

―傍聴人入室―



事 務 局 　番号４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、七里コミュニティーセンターの南西２５０ｍに位置し、道路によって
区画された街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は放課後児童クラブです。
　申請理由は、申請法人の理事が近隣で運営する保育園と連携して、児童福祉法に
基づく放課後児童クラブを開設したいためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたします。

西 形 委 員 　番号５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農振農用地です。
　申請地は、さいたま市立病院の北西１．０ｋｍに位置する見沼田圃内の農振農用
地です。
　転用目的は農地改良です。
　申請理由は、申請地は低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためで
す。作付け計画は①②③レタス、ブロッコリー、ネギ④ジャガイモ、ヤツガシラ、
ネギです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号６番、土合地区、清水孝洋委員議案説明をお願いいたします。

長 島 委 員 　番号３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、春おか広場の西に位置し、道路によって区画された街区面積に占める
宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は資材置場及び駐車場です。
　申請理由は、現在、市内で土木工事業を営んでいるが、事業拡大に伴い既存の資
材置場等が手狭になったので、申請地を新たに資材置場及び駐車場として利用する
ためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、七里地区、事務局議案説明をお願いいたします。

清 水 孝 洋 委 員 　番号６番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、県立浦和工業高校の南東２００ｍに位置し、農地の規模が１０ha未満
で住宅等が連たんした程度に達している区域に近接する第２種農地です。
　転用目的は駐車場です。
　申請理由は、現在、市内で運送業を営んでいるが、既存駐車場の立ち退きを求め
られていることから、申請地を新たに駐車場として利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。



小 泉 委 員 　番号７番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立新和小学校の南２．９ｋｍに位置し、農地の規模が１０ha未満で
住宅等が連たんした程度に達している区域に近接する第２種農地です。
　転用目的は自己用住宅です。
　申請理由は、現在、賃貸住宅に居住しているが手狭であることから、父所有の土
地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号８番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号７番、新和地区、小泉委員議案説明をお願いいたします。

小 林 委 員 　番号９番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農振農用地です。
　申請地は、市立新和小学校の南東２．０ｋｍに位置する農振農用地です。
　転用目的は農地改良です。
　申請理由は、申請地は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするため
です。作付け計画はネギです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１０番、和土地区、富田委員議案説明をお願いいたします。

小 林 委 員 　番号８番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域内の農業用施設用地です。
　申請地は、市立新和小学校の南東２．１ｋｍに位置し、道路によって区画された
街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は農業用倉庫です。
　申請理由は、現在、市内及び市外にて農地を所有し農業を営んでいるが、収穫し
た農作物の貯蔵及び出荷のための作業スペースを確保することでより効率的な農業
経営を行うためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号９番、新和地区、小林委員議案説明をお願いいたします。



　番号１２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立川通小学校の北西８１０ｍに位置し、道路によって区画された街
区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は駐車場です。
　申請理由は、現在、市外で運送業を営んでいるが、現在借りている複数の駐車場
を返却し、利便性が高い申請地に集約することで業務効率の向上が見込めるためで
す。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１３番、川通地区、井原委員議案説明をお願いいたします。

井 原 委 員 　番号１３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立川通小学校の北西３１０ｍに位置し、道路によって区画された街
区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は自己用住宅です。
　申請理由は、現在、賃貸住宅に居住しているが手狭であることから、義父所有の
土地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

井 原 委 員

富 田 委 員 　番号１１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農振農用地です。
　申請地は、市立和土小学校の東７９０ｍに位置する農振農用地です。
　転用目的は農地改良です。
　申請理由は、申請地は低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためで
す。作付け計画はコマツナです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１２番、川通地区、井原委員議案説明をお願いいたします。

富 田 委 員 　番号１０番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農振農用地です。
　申請地は、市立和土小学校の北東７９０ｍに位置する農振農用地です。
　転用目的は農地改良です。
　申請理由は、申請地は低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためで
す。作付け計画はコマツナです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１１番、和土地区、富田委員議案説明をお願いいたします。



関 根 委 員 　番号１５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立河合中学校の北西７３０ｍに位置し、道路によって区画された街
区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は自己用住宅です。
　申請理由は、現在、以前に祖母が住んでいた住宅に居住しているが、実家にいる
兄がそこを継ぐことになったことから、父所有の隣地に自己用住宅を建築するため
です。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１７番、慈恩寺地区、中山委員議案説明をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１５番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１６番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたします。

関 根 委 員 　番号１６番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立西原中学校の北西３７０ｍに位置し、道路によって区画された街
区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は資材置場です。
　申請理由は、現在、市内で造園業を営んでいるが既存の資材置場が手狭であるこ
とから、申請地を新たに資材置場として利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

　番号１４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立西原中学校の北２００ｍに位置し、道路によって区画された街区
面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は資材置場及び駐車場です。
　申請理由は、現在、市内で解体工事業を営んでいるが、現在借りている既存の資
材置場及び駐車場の返却を求められていることから、申請地を新たに資材置場とし
て利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１４番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたします。

関 根 委 員



議 長 　事務局にも伺います。県内の他の自治体の状況も含めいかがでしょうか。

事 務 局 　まず、用語については事務局で使い分けているものではなく、申請者が計画図に
記載してきたものをそのまま記載しております。
　また、木柵等の被害防除の強度についてですが、規模や周辺の土地の状況も様々
であることから一律で強度の高いものを求めるということはしておりませんが、以
前から委員の皆様からご意見をいただいていることを踏まえて、代理人に対してそ
の旨伝えるとともに、転用後も周辺農地への影響がないように確認することや状況
に応じて強度の高いものに変更することなど周辺農地への影響がないように求めて
おります。

議 長 　番号１０番と番号１１番について伺います。これらは関連会社による農地改良の
施工だと思いますが、この地域では２社ではなく４社ほどが農地改良を申請し施工
していると記憶していますが、このように会社を使い分けて農地改良をすることに
なるのは、さいたま市独自で定めた農地改良の要綱に申請面積の上限があるからだ
と思います。一律に面積制限を課すのではなく、この地域のように一団の農地を農
地改良する場合は個別に対応するなど、要綱の見直しも必要なのではないかと考え
ます。
　また、農家としてもある程度まとめて施工してもらったほうが後に耕作しやすい
ということもあるかと思います。
　岩槻区の会長職務代理者である本田委員いかがでしょうか。

本 田 委 員 　確かに細かく分けるよりも一体で施工したほうが良いとは考えます。変更すると
しても慎重な判断が必要だと思います。

西 形 委 員 　番号８番について伺います。議案書の農振法の部分の記載について、用途変更し
た結果、農業用施設用地になっているという認識でよろしいでしょうか。
　また、岩槻区では親族が代表を務める複数の業者が農地改良を施工していると思
いますが、完了状況を教えていただけますでしょうか。

事 務 局 　番号８番につきましては、おっしゃる通り以前農振農用地だった農地を今回の計
画に合わせて除外ではなく用途変更という手続きをしたものでございます。
　また、この関連の業者は岩槻区に限らず他の地区においても農地改良の施行をし
ておりますが、大幅に完了が遅れるというケースはなく、施工を完了しておりま
す。

井 原 委 員 　番号１３番と番号１６番について周辺農地への被害防除の記載が木柵と板柵と
なっていますが、この記載方法の違いについて教えていただけますでしょうか。
　また、番号１３番については私の担当地区でございますので代理人に被害防除に
ついて尋ねたところ、将来的には木柵からコンクリートブロックに変更する旨を確
認しておりますが、番号１６番に関して周辺農地への影響について教えていただけ
ますでしょうか。

中 山 委 員 　番号１７番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は議案書記載のとおりです。
　農振法は農用地区域外です。
　申請地は、市立桜山中学校の西４４０ｍに位置し、農地の規模が１０ha未満で住
宅等が連たんした程度に達している区域に近接する第２種農地です。
　転用目的は資材置場及び駐車場です。
　申請理由は、現在、県内で建築工事業を営んでいるが、既存資材置場及び駐車場
が手狭になったことから、申請地を新たな資材置場及び駐車場として利用するため
です。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほどお願いします。

　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

議 長



事 務 局 　ただいま話のありました面積については、法律ではなく要綱に基づくものでござ
います。何かあった時に面積が広いと取り返しがつかないといった懸念があり、制
限を設けているものです。農家の立場からすると、細かく分けると時間がかかるた
め一度にやって欲しいというようなご意見もあるとのことですが、市内で実績のな
い業者が新規で大規模な農地改良をやることへの懸念もありますので、バランスを
取りつつ今後委員のみなさまにも考えていただければと存じます。

議 長 　総員賛成でございます。
　議案第１１１号について、許可することに決定いたします。

―　総　員　賛　成　―各 委 員

議 長 　その他に何かございますでしょうか。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第１１１号について、賛成の方の挙手を求めます。



―浅子委員退席―

　番号２１番、野田地区、事務局議案説明をお願いいたします。

　ありがとうございました。
　続きまして番号２２番、野田地区、事務局議案説明をお願いいたします。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

議 長 　総員賛成でありますので、決定いたします。
　それでは、浅子委員の入室を求めます。

　先に番号２１番及び２２番を審議します。この案件は、私の関係案件で
す。農業委員会等に関する法律第３１条（議事参与の制限）により、審議終
了まで退室いたします。当案件の議事進行については本田会長職務代理者に
お願いします。

本田会長職務代理者

議 長

議 長

事 務 局 　番号２１番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、ムギ、デントコーンです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は１．５ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

　番号２２番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定１０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、サツマイモです。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は４．６ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第１１２号番号２１番及び２２番について、賛成の農業委員の方、挙
手を求めます。

議 長 　続きまして、議案第１１２号、農用地利用集積計画の決定について審議い
たします。

事 務 局



―浅子委員入室―

菅 間 委 員 　番号２番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、イタリアンライグラスです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は２．２ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　ありがとうございました。
　続きまして番号２番、指扇地区、菅間委員議案説明をお願いいたします。

　番号１番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は１．５ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　引き続き議案審議に入ります。
　番号１番、植水地区、中村委員議案説明をお願いいたします。

中 村 委 員

議 長

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、七里地区、事務局議案説明をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号３番、大砂土地区、長島委員議案説明をお願いいたしま
す。

長 島 委 員 　番号３番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定２０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとお
りです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外に耕作している農地はございません。
　作付計画は、イチゴです。
　申請目的は、一般法人による農業参入で、通作距離は４．１ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



事 務 局 　番号４番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定１年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおりで
す。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、ブロッコリーです。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は７１０ｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号５番、片柳地区、小川委員議案説明をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号６番、片柳地区、小川委員議案説明をお願いいたします。

小 川 委 員 　番号６番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、エダマメです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は５．９ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

小 川 委 員 　番号５番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定１年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、エダマメです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は５．９ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号７番、片柳地区、小川委員議案説明をお願いいたします。



西 形 委 員 　番号１０番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号８番、片柳地区、小川委員議案説明をお願いいたします。

小 川 委 員 　番号７番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定２年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、エダマメです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は５．９ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号９番、片柳地区、小川委員議案説明をお願いいたします。

小 川 委 員 　番号９番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１０番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。

小 川 委 員 　番号８番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定１０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、花卉です。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は１１．７ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１１番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。



議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１５番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１４番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。

西 形 委 員 　番号１４番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１３番、木崎地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。

西 形 委 員 　番号１３番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定１年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおりで
す。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、ネギです。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は４．１ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１２番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。

西 形 委 員 　番号１２番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、ニンジン、ダイコンです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は５．９ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

西 形 委 員 　番号１１番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１８番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。

西 形 委 員 　番号１８番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定１０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとお
りです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外に耕作している農地はございません。
　作付計画は、ユーカリ、ケイトウです。
　申請目的は、新規就農のためで、通作距離は６．２ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１７番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。

西 形 委 員 　番号１７番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１６番、三室地区、西形委員議案説明をお願いいたしま
す。

西 形 委 員 　番号１６番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定２年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおりで
す。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、植木です。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は２．０ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

西 形 委 員 　番号１５番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号２３番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたしま
す。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号２０番、尾間木地区、榎本委員議案説明をお願いいたしま
す。

榎 本 委 員

関 根 委 員 　番号２３番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定８年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおりで
す。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は７１０ｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　番号２０番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定２年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、サツマイモ、茶ノ木、ナッツです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は２４．７ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号１９番、大久保地区、清水孝洋委員議案説明をお願いいた
します。

清 水 孝 洋 委 員 　番号１９番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は３．７ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号２４番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたしま
す。



関 根 委 員 　番号２４番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は７９０ｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

関 根 委 員 　番号２６番についてご説明いたします。
　使用貸借権の再設定５年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとお
りです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は３．４ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

関 根 委 員 　番号２５番についてご説明いたします。
　賃借権の新規１０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおりで
す。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外に耕作している農地はございません。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は１．４ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号２５番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたしま
す。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号２７番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたしま
す。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして番号２６番、河合地区、関根委員議案説明をお願いいたしま
す。



　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。
　番号２１番及び２２番を除く議案第１１２号について、賛成の方の挙手を
求めます。

議 長

議 長 　総員賛成ですので、番号２１番及び２２番を除く議案第１１２号につい
て、原案どおり意見決定することといたします。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

　ありがとうございました。
　説明が終わりました。質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

関 根 委 員 　番号２７番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定５年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は８００ｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



　それでは、西形委員の入室を求めます。

―西形委員入室―

　議案第１１３号番号１番の案件について、賛成の方の挙手を求めます。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

議 長 　総員賛成でございますので、議案第１１３号番号１番の案件について、原
案どおり証明することといたします。

議 長 　番号１番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地区審議会におい
て案件説明をしております。

　議案書の番号１番をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござ
いましたら挙手をお願いいたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います

議 長 　続きまして、議案第１１３号、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定
の適用を受けるための適格者証明願について審議いたします。

議 長 　引き続き議案審議に入ります。
　番号１番を除く議案第１１３号につきまして担当推進委員が現地を調査
し、各地区審議会において案件説明をしております。
　議案書の一覧表をご覧いただき、番号１番を除く議案第１１３号につい
て、ご意見、ご質問、お気付きの点がございましたら挙手をお願いいたしま
す。
　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　番号１番の案件は、西形委員の関係案件です。農業委員会等に関する法律
第３１条（議事参与の制限）により、西形委員には審議終了まで退室をお願
いします。

―西形委員退席―

議 長 　総員賛成でございますので、番号１番を除く議案第１１３号の案件につい
て、原案どおり証明することといたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います。

　番号１番を除く議案第１１３号について、賛成の方の挙手を求めます。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―



議 長 　総員賛成でございますので、議案第１１４号の案件について、原案どおり
証明することといたします。

　番号１番から番号１９番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地
区審議会において案件説明をしております。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

議 長

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います

　議案第１１４号の案件について、賛成の方の挙手を求めます。

議 長 　続きまして、議案第１１４号、相続税の納税猶予を受けた農地に係る農業
経営を引き続き行っている旨の証明願について審議いたします。



議　　　　　長 　続きまして、議案第１１５号、相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状
況確認について審議いたします。

　番号１番から番号４番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地区
審議会において案件説明をしております。

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第１１５号の案件について、原案どおり
証明することといたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います

　議案第１１５号の案件について、賛成の方の挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



議 長 　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。
　ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

西 形 委 員 　番号１番について伺います。譲受人の通作距離がかなり遠いと思いますが、近隣に
拠点を設けている等の状況が分かれば教えていただけますでしょうか。
　

事 務 局 　譲受人が今回借りる農地の近くにご実家があり、そこを拠点にするとのことです。
また農機具等も実家にあるものを使用するとのことです。

　続きまして番号３の内容について説明をいたします。こちらの案件は、農地中間管
理機構から、借受人に対して、賃借権で６年間、貸し付けるものです。貸し付けの対
象となる農地につきましては議案第１１２号番号１１番におきましてご審議のうえ承
認いただいたものです。
　借受人の農業経営状況等につきましては議案書に記載のとおりでございます。
　なお、周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。

　番号４の内容について説明をいたします。こちらの案件は、農地中間管理機構か
ら、譲受人に対して、賃借権で６年間、貸し付けるものです。貸し付けの対象となる
農地につきましては議案第１１２号番号１４番及び１５番、１７番におきましてご審
議のうえ承認いただいたものです。
　借受人の農業経営状況等につきましては議案書に記載のとおりでございます。
　なお、周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。

　続きまして番号２の内容について説明をいたします。こちらの案件は、農地中間管
理機構から、借受人に対して、使用貸借権で６年間、貸し付けるものです。貸し付け
の対象となる農地につきましては議案第１１２号番号１０番におきましてご審議のう
え承認いただいたものです。
　借受人の農業経営状況等につきましては議案書に記載のとおりでございます。
　なお、周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。

議 長 　続きまして、議案第１１６号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３
項の規定による農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について審議いたしま
す。

　事務局より議案説明をお願いいたします。

事 務 局 　この案件は、農地中間管理機構である埼玉県農林公社が土地所有者から借り受けて
中間管理権を取得する農地を、市が作成した農用地利用集積等促進計画（案）にある
「賃借権の設定等を受ける者」へ貸し付けることが適切か否かについて、市から農業
委員会に対して意見照会があったものです。
　番号１の内容について説明をいたします。こちらの案件は、農地中間管理機構から
借受人に対して、賃借権で６年間、貸し付けるものです。貸し付けの対象となる農地
につきましては議案第１１２号番号９番におきましてご審議のうえ承認いただいたも
のです。
　借受人の農業経営状況につきましては議案書に記載のとおりでございます。
　なお、周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。
　



各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

議 長 　総員賛成でございます。
　議案第１１６号について、本月例総会は「意見なし」として決定いたします。

議 長 　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第１１６号について、賛成の委員の方、挙手を求めます。



　番号１２番を除く馬宮地区の案件の案件について事務局より説明をさせていただき
ます。
　総筆数４１筆、面積２８,７４６㎡について埼玉県農林公社への農地中間管理権を
設定する農地利用集積計画の決定及び埼玉県農林公社より譲受人９名に対する農地利
用集積等促進計画（案）に対する意見について農業委員会に対して決定及び意見照会
があったものです。本計画（案）の内容は、経営面積、従事日数など、農地中管理事
業の促進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の要件を満たしているもので
すので、ご審議のほどよろしくお願いします。

―　総　員　賛　成　―

　総員賛成でありますので、議案第１１７号馬宮地区の案件のうち番号１２番につい
て、本月例総会は「意見なし」として決定いたします。
　それでは、金子委員の入室を求めます。

各 委 員

―金子委員入室―

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、さいたま中央地区の案件について事務局、説明をお願いします。

事 務 局

　事務局より説明をさせていただきます。
　農地利用集積計画の決定及び農地利用集積等促進計画（案）に対する意見（馬宮地
区）についてです。本計画（案）の内容は、経営面積、従事日数など、農地中管理事
業の促進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の要件を満たしているもので
すので、ご審議のほどよろしくお願いします。

議　　　　　長

―金子委員退席―

　番号１２番について事務局議案説明をお願いいたします。

　ありがとうございました。
　説明が終わりました。質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第１１７号馬宮地区の案件のうち番号１２番について、賛成の農業委員の方、
挙手を求めます。

議　　　　　長 　続きまして、議案第１１７号、農地利用集積計画の決定及び農地利用集積等促進計
画（案）に対する意見について審議いたします。

議　　　　　長 　引き続き審議に入ります。
　番号１２番を除く馬宮地区の案件の案件について事務局議案説明をお願いいたしま
す。

議 長

　馬宮地区の案件のうち番号１２番を先に審議します。番号１２番は金子委員の関係
案件です。農業委員会等に関する法律第３１条（議事参与の制限）により、金子委員
には審議終了まで退室をお願いします。

議 長

議 長

事 務 局



事 務 局

議　　　　　長 　総員賛成でありますので、議案第１１７号番号１２番を除く馬宮地区及び議案第１
１７号さいたま中央地区の案件について本月例総会は「意見なし」として決定いたし
ます。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　議案第１１７号番号１２番を除く馬宮地区及びさいたま中央地区の案件について、
農用地利用集積計画(案)に対する決定及び農用地利用配分計画（案）に対する意見に
ついて、質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

議　　　　　長

　さいたま中央地区の案件の案件について事務局より説明をさせていただきます。
　総筆数１１９筆、面積９４,００２㎡について埼玉県農林公社への農地中間管理権
を設定する農地利用集積計画の決定及び埼玉県農林公社より譲受人１２名に対する農
地利用集積等促進計画（案）に対する意見について農業委員会に対して決定及び意見
照会があったものです。本計画（案）の内容は、経営面積、従事日数など、農地中管
理事業の促進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の要件を満たしているも
のですので、ご審議のほどよろしくお願いします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　表の中で譲渡人の欄が空欄になっている理由と自分の農地を借り受ける場合と他の
人の農地を借り受ける場合で期間をあえて変えている理由を教えていただけますで
しょうか。

　他にございますでしょうか。
　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第１１７号番号１２番を除く馬宮地区及び議案第１１７号さいたま中央地区の
案件について、賛成の委員の方、挙手を求めます。

事　　務　　局

西 形 委 員

　表の中で譲渡人の欄が空欄になっている理由は、以前に中間管理機構を通して他の
に転貸をし耕作してもらっていた農地が何らかの理由で転貸先の耕作者の方が耕作で
きなくなり、新たに転貸先を探している案件になります。期間については、当初の転
貸の期間の残りが記載されているため、他のものより期間が短くなっております。



菅 間 委 員 　先日おひとり２０００円をいただきまして、一括してさいたま市農業委員
会から全国農業会議所義援金口座に振り込みをしましたことを報告させてい
ただきます。

議 長   傍聴人の方は退出をお願いいたします。

―　傍聴人退室　―

　農地法第３条の３の規定による届出でございます。

　ありがとうございました。
　意見等質問のある方は、挙手をお願いいたします。
　ないようでございますので、その他のところで菅間委員より能登半島地震
の義援金について報告をお願いいたします。

６　閉会宣言

　他にございますでしょうか。
　ないようでございますので、 閉会のご挨拶を、本田会長職務代理者より
お願いいたします。

　本日は、長時間の審議ご苦労さまでした。
　これをもちまして、令和６年３月、さいたま市農業委員会月例総会を閉会
いたします。

　農地法第１８条第６項の規定による解約通知でございます。

　農地法第5条許可の取消についてでございます。

議 長

本田会長職務代理
者

　買受適格証明願（市街化区域の農地転用）でございます。

　2a未満農業用施設の届出でございます。

議　　　　　長

　本日の議案審議は、以上です。
　続きまして、報告事項ですが、市街化区域の転用届等の報告事項につきま
して事務局より説明がございます。

議　　　　　長

　事務局お願いいたします。

　お手元の資料をご覧ください。
　令和６年２月分報告事項です。

事　　務　　局

　農地法第５条第１項第６号の規定による届出でございます。

　農地法第４条第１項第７号の規定による届出でございます。


